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UQ 通信サービス契約約款 

【現行】 【改正】 

（略） 

 

（他の電気通信事業者への通知） 

第 69 条の２ ＵＱ契約者は、提携事業者が当社と提携してａｕスマートバリュ

ーｍｉｎｅ（提携事業者がａｕ（ＷＩＮ）通信サービス契約約款又はａｕ（Ｌ

ＴＥ）通信サービス契約約款の定めにより提供する料金の割引であって、当

社が別に定めるものをいいます。以下同じとします｡)をＵＱ契約者に案内及

び提供するために（以下「本目的」といいます｡)、その氏名、住所、電話番号、

生年月日並びに締結している契約の内容及び契約状況等の情報を、本目的の

達成に必要な範囲で当社が提携事業者に提供することにあらかじめ同意する

ものとします。 

。 

（略） 

 

（他の電気通信事業者への通知） 

第 69 条の２ ＵＱ契約者は、提携事業者が当社と提携して提供する電気通信サ

ービスに係る料金の割引（当社所定のものに限ります｡)をＵＱ契約者に案内

及び提供するために（以下「本目的」といいます｡)、その氏名、住所、電話番

号、生年月日並びに締結している契約の内容及び契約状況等の情報を、本目

的の達成に必要な範囲で当社が提携事業者に提供することにあらかじめ同意

するものとします。 

 

 



【UQコミュニケーションズ株式会社】 

2 

 

料金表 

通則 

（基本使用料の料金種別の取扱い） 

１ 次表の左欄に定める用語は、それぞれ同表の右欄に定める基本使用料の料

金種別の総称をいいます。 

用語 基本使用料の料金種別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＋５Ｇギガ放題プ

ラン 

ギガ放題プラス（２年自動更新あり） 

ギガ放題プラス（２年自動更新なし） 

ギガ放題プラス（期間条件なし） 

ギガ放題プラス（２年自動更新あり）ハート割 

ギガ放題プラス（２年自動更新なし）ハート割 

ギガ放題プラス（期間条件なし）ハート割 

 

 

 

 

(略) (略) 
 

料金表 

通則 

（基本使用料の料金種別の取扱い） 

１ 次表の左欄に定める用語は、それぞれ同表の右欄に定める基本使用料の料

金種別の総称をいいます。 

用語 基本使用料の料金種別 

ギ ガ 放

題 プ ラ

ス モ バ

イル 

ギガ放題プラス モバイルルータープラン（２年自動更新あり） 

ギガ放題プラス モバイルルータープラン（２年自動更新なし） 

ギガ放題プラス モバイルルータープラン（期間条件なし） 

ギガ放題プラス モバイルルータープラン（２年自動更新あり）ハ

ート割 

ギガ放題プラス モバイルルータープラン（２年自動更新なし）ハ

ート割 

ギガ放題プラス モバイルルータープラン（期間条件なし）ハート

割 

ギ ガ 放

題 プ ラ

ス ホ ー

ム 

ギガ放題プラス ホームルータープラン（２年自動更新あり） 

ギガ放題プラス ホームルータープラン（２年自動更新なし） 

ギガ放題プラス ホームルータープラン（期間条件なし） 

ギガ放題プラス ホームルータープラン（２年自動更新あり）ハー

ト割 

ギガ放題プラス ホームルータープラン（２年自動更新なし）ハー

ト割 

ギガ放題プラス ホームルータープラン（期間条件なし）ハート割 

ギ ガ 放

題 プ ラ

ス 

ギガ放題プラス（２年自動更新あり） 

ギガ放題プラス（２年自動更新なし） 

ギガ放題プラス（期間条件なし） 

ギガ放題プラス（２年自動更新あり）ハート割 

ギガ放題プラス（２年自動更新なし）ハート割 

ギガ放題プラス（期間条件なし）ハート割 

＋ ５ Ｇ

ギ ガ 放

題 プ ラ

ン 

ギガ放題プラスモバイル、ギガ放題プラスホーム、ギガ放題プラス 

(略) (略) 
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第１表 ＵＱ通信サービスに関する料金 

第１ 基本使用料 

１ 適用 

基本使用料の適用については、第 40 条（基本使用料の支払義務）の規定

によるほか、次のとおりとします。 

基本使用料の適用 

(１) 基本使用

料の料金種別

の選択 

ア 基本使用料には、次の料金種別があります。 

(ア) ＷｉＭＡＸ＋５Ｇサービスに係るもの 

基本使用料の料金種別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ギガ放題プラス（２年自動更新あり） 

ギガ放題プラス（２年自動更新なし） 

ギガ放題プラス（期間条件なし） 

第１表 ＵＱ通信サービスに関する料金 

第１ 基本使用料 

１ 適用 

基本使用料の適用については、第 40 条（基本使用料の支払義務）の規定

によるほか、次のとおりとします。 

基本使用料の適用 

(１) 基本使用

料の料金種別

の選択 

ア 基本使用料には、次の料金種別があります。 

(ア) ＷｉＭＡＸ＋５Ｇサービスに係るもの 

基本使用料の料金種別 

ギガ放題プラス モバイルルータープラン（２年自動更

新あり） 

ギガ放題プラス モバイルルータープラン（２年自動更

新なし） 

ギガ放題プラス モバイルルータープラン（期間条件な

し） 

ギガ放題プラス モバイルルータープラン（２年自動更

新あり）ハート割 

ギガ放題プラス モバイルルータープラン（２年自動更

新なし）ハート割 

ギガ放題プラス モバイルルータープラン（期間条件な

し）ハート割 

ギガ放題プラス ホームルータープラン（２年自動更新

あり） 

ギガ放題プラス ホームルータープラン（２年自動更新

なし） 

ギガ放題プラス ホームルータープラン（期間条件な

し） 

ギガ放題プラス ホームルータープラン（２年自動更新

あり）ハート割 

ギガ放題プラス ホームルータープラン（２年自動更新

なし）ハート割 

ギガ放題プラス ホームルータープラン（期間条件な

し）ハート割 

ギガ放題プラス（２年自動更新あり） 

ギガ放題プラス（２年自動更新なし） 

ギガ放題プラス（期間条件なし） 
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ギガ放題プラス（２年自動更新あり）ハート割 

ギガ放題プラス（２年自動更新なし）ハート割 

ギガ放題プラス（期間条件なし）ハート割 

(イ) ＷｉＭＡＸ２＋サービスに係るもの 

  (表略) 

イ ＵＱ契約者は、料金契約の申込みに際して、基本使用

料の料金種別を選択していただきます。 

ただし、ＵＱＦｌａｔツープラスプラン及びＵＱＦ

ｌａｔツープラスギガ放題プランを選択することはで

きません。 

ウ ＵＱ契約者は、基本使用料の料金種別を変更するとき

は、そのことを当社が別に定める方法によりサービス取

扱所に申し込んでいただきます。 

ただし、別紙において基本使用料の料金種別の変更

ができないこととされている場合は、その申込みを行

うことはできません。 

エ～オ (略) 

(略) (略) 
 

ギガ放題プラス（２年自動更新あり）ハート割 

ギガ放題プラス（２年自動更新なし）ハート割 

ギガ放題プラス（期間条件なし）ハート割 

(イ) ＷｉＭＡＸ２＋サービスに係るもの 

  (表略) 

イ ＵＱ契約者は、料金契約の申込みに際して、基本使用

料の料金種別を選択していただきます。 

ただし、ギガ放題プラス、ＵＱＦｌａｔツープラスプ

ラン及びＵＱＦｌａｔツープラスギガ放題プランを選

択することはできません。 

ウ ＵＱ契約者は、基本使用料の料金種別を変更するとき

は、そのことを当社が別に定める方法によりサービス取

扱所に申し込んでいただきます。 

ただし、別紙において基本使用料の料金種別の変更

ができないこととされている場合は、その申込みを行

うことはできません。 

エ～オ (略) 

(略) (略) 
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(４) ギガ放題

プラス（２年自

動更新あり）等

の取扱い 

ア 次表に定める基本使用料の料金種別（以下この欄にお

いて「本プラン」といいます｡)は、その適用を開始した

日を含む料金月の翌料金月（基本使用料の料金種別の変

更により適用を開始したときはその適用を開始した日

を含む料金月、イの規定により更新されたものであると

きはその更新月とします｡)から起算して 24 料金月が経

過することとなる料金月（以下この欄において「満了月」

といいます｡)の末日をもって適用期間が満了します。 

基本使用料の料金種別 

ギガ放題プラス（２年自動更新あり）、ギガ放題（２年

自動更新あり） 

 

 

イ～エ (略) 

(５) ギガ放題

プラス（２年自

動更新なし）等

の取扱い 

ア 次表に定める基本使用料の料金種別（以下この欄にお

いて「本プラン」といいます｡)には最低利用期間があり

ます。 

基本使用料の料金種別 

ギガ放題プラス（２年自動更新なし）、ギガ放題（２年

自動更新なし） 

 

 

イ～エ (略) 

(６) ギガ放題

プラス（２年自

動更新あり）ハ

ート割等の取

扱い 

ア (ア)に定める基本使用料の料金種別（以下この欄にお

いて「本プラン」といいます｡)の適用を受けることがで

きる者は、(イ)の適用条件のいずれかに該当するＵＱ契

約者とします。 

(ア) 基本使用料の料金種別 

ギガ放題プラス（２年自動更新あり）ハート割、ギガ放

題プラス（２年自動更新なし）ハート割、ギガ放題プラ

ス（期間条件なし）ハート割、ギガ放題（２年自動更新

あり）ハート割、ギガ放題（２年自動更新なし）ハート

割又はギガ放題（期間条件なし）ハート割 

 

 

 

(４) ２年自動

更新ありプラ

ンの取扱い 

ア 次表に定める基本使用料の料金種別（以下この欄にお

いて「本プラン」といいます｡)は、その適用を開始した

日を含む料金月の翌料金月（基本使用料の料金種別の変

更により適用を開始したときはその適用を開始した日

を含む料金月、イの規定により更新されたものであると

きはその更新月とします｡)から起算して 24 料金月が経

過することとなる料金月（以下この欄において「満了月」

といいます｡)の末日をもって適用期間が満了します。 

基本使用料の料金種別 

ギガ放題プラスモバイルルータープラン（２年自動更

新あり）、ギガ放題プラスホームルータープラン（２年

自動更新あり）、ギガ放題プラス（２年自動更新あり）、

ギガ放題（２年自動更新あり） 

イ～エ (略) 

(５) ２年自動

更新なしプラ

ンの取扱い 

ア 次表に定める基本使用料の料金種別（以下この欄にお

いて「本プラン」といいます｡)には最低利用期間があり

ます。 

基本使用料の料金種別 

ギガ放題プラスモバイルルータープラン（２年自動更

新なし）、ギガ放題プラスホームルータープラン（２年

自動更新なし）、ギガ放題プラス（２年自動更新なし）、

ギガ放題（２年自動更新なし） 

イ～エ (略) 

(６) ギガ放題

ハート割の取

扱い 

ア (ア)に定める基本使用料の料金種別（以下この欄にお

いて「本プラン」といいます｡)の適用を受けることがで

きる者は、(イ)の適用条件のいずれかに該当するＵＱ契

約者とします。 

(ア) 基本使用料の料金種別 

ギガ放題プラスモバイルルータープラン（２年自動更

新あり）ハート割、ギガ放題プラスモバイルルータープ

ラン（２年自動更新なし）ハート割、ギガ放題プラスモ

バイルルータープラン（期間条件なし）ハート割、ギガ

放題プラスホームルータープラン（２年自動更新あり）

ハート割、ギガ放題プラスホームルータープラン（２年

自動更新なし）ハート割、ギガ放題プラスホームルータ

ープラン（期間条件なし）ハート割、ギガ放題プラス（２
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(イ) (略)  

イ～オ (略) 

カ オの場合おいて、ＵＱ契約者は、当社が定める期日ま

でに変更後の基本使用料の料金種別を指定していただ

きます。この場合において、当社は、その期日までに基

本使用料の料金種別が指定されなかったときは、変更前

の料金種別に応じて、それぞれ下表の右欄に定める料金

種別への変更の申出があったものとみなして取り扱い

ます。 

変更前 変更後 

(略) (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ 下表の左欄の基本使用料の料金種別に関する適用期

間又は最低利用期間その他の取扱いについては、それぞ

年自動更新あり）ハート割、ギガ放題プラス（２年自動

更新なし）ハート割、ギガ放題プラス（期間条件なし）

ハート割、ギガ放題（２年自動更新あり）ハート割、ギ

ガ放題（２年自動更新なし）ハート割、ギガ放題（期間

条件なし）ハート割 

(イ) (略) 

イ～オ (略)  

カ オの場合おいて、ＵＱ契約者は、当社が定める期日ま

でに変更後の基本使用料の料金種別を指定していただ

きます。この場合において、当社は、その期日までに基

本使用料の料金種別が指定されなかったときは、変更前

の料金種別に応じて、それぞれ下表の右欄に定める料金

種別への変更の申出があったものとみなして取り扱い

ます。 

変更前 変更後 

ギガ放題プラスモバイル

ルータープラン（２年自動

更新あり）ハート割 

ギガ放題プラスモバイル

ルータープラン（２年自動

更新あり） 

ギガ放題プラスモバイル

ルータープラン（２年自動

更新なし）ハート割 

ギガ放題プラスモバイル

ルータープラン（２年自動

更新なし） 

ギガ放題プラスモバイル

ルータープラン（期間条件

なし）ハート割 

ギガ放題プラスモバイル

ルータープラン（期間条件

なし） 

ギガ放題プラスホームル

ータープラン（２年自動更

新あり）ハート割 

ギガ放題プラスホームル

ータープラン（２年自動更

新あり） 

ギガ放題プラス ホームル

ータープラン（２年自動更

新なし）ハート割 

ギガ放題プラス ホームル

ータープラン（２年自動更

新なし） 

ギガ放題プラス ホームル

ータープラン（期間条件な

し）ハート割 

ギガ放題プラス ホームル

ータープラン（期間条件な

し） 

(略) (略) 

キ 下表の左欄の基本使用料の料金種別に関する適用期

間又は最低利用期間その他の取扱いについては、それぞ
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れ同表の右欄に定める提供条件を準用するものとしま

す。 

区分 準用する提供条件 

ギガ放題プラス（２年自動更新

あり）ハート割、ギガ放題（２年

自動更新あり）ハート割 

(４)に定める提供

条件 

ギガ放題プラス（２年自動更新

なし）ハート割、ギガ放題（２年

自動更新なし）ハート割 

(５)に定める提供

条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(略) (略) 
 

れ同表の右欄に定める提供条件を準用するものとしま

す。 

区分 準用する提供条件 

ギガ放題プラスモバイルルーター

プラン（２年自動更新あり）ハー

ト割、ギガ放題プラスホームルー

タープラン（２年自動更新あり）

ハート割、ギガ放題プラス（２年

自動更新あり）ハート割、ギガ放

題（２年自動更新あり）ハート割 

(４)に定める提供

条件 

ギガ放題プラスモバイルルーター

プラン（２年自動更新なし）ハー

ト割、ギガ放題プラスホームルー

タープラン（２年自動更新なし）

ハート割、ギガ放題プラス（２年

自動更新なし）ハート割、ギガ放

題（２年自動更新なし）ハート割 

(５)に定める提供

条件 

   

(略) (略) 
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(11) ａｕスマ

ートバリュー

ｍｉｎｅの取

扱い 

ア 当社は、ＵＱ契約者がＵＱ Ｆｌａｔツープラス（２

年）、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（４年）、ＵＱ Ｆｌａｔ

ツープラス（２年）ハート割又はＵＱ Ｆｌａｔツープ

ラス（４年）ハート割の適用を受ける契約者回線を指定

して提携事業者へａｕスマートバリューｍｉｎｅの適

用の申込みをし、その承諾を受けた場合は、その承諾日

の翌日（その承諾日においてａｕスマートバリューｍｉ

ｎｅの承諾要件となる提携事業者又は当社の電気通信

サービスの提供を受けていなかった場合であって、ＵＱ

契約者がその要件を満たすための契約変更の手続きを

行ったことにより提携事業者が承諾したものであると

きは、その要件を満たした日とします｡)以降、その契約

者回線について、ハイスピードモードによる通信に係る

情報量を、第 38 条の２（通信利用の制限）第２項に定

める累計課金対象データ量の集計から除外します。 

ただし、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（２年）又はＵＱ 

Ｆｌａｔツープラス（２年）ハート割の適用を受けてい

る契約者回線については、平成 27 年２月 19 日以前の

申込みによりその料金種別の適用が開始されたもので

あって、その契約者回線に係るａｕスマートバリュー

ｍｉｎｅの適用を受けている提携事業者の電気通信サ

ービスにおいて、次のいずれかの料金が適用されてい

るものに限ります。 

(ア)～(イ) (略) 

 

 

 

イ (略) 
 

(11) ａｕスマ

ートバリュー

ｍｉｎｅの取

扱い 

ア 当社は、ＵＱ契約者がＵＱ Ｆｌａｔツープラス（２

年）、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（４年）、ＵＱ Ｆｌａｔ

ツープラス（２年）ハート割又はＵＱ Ｆｌａｔツープ

ラス（４年）ハート割の適用を受ける契約者回線を指定

して提携事業者へａｕスマートバリューｍｉｎｅ（提携

事業者が提供する電気通信サービスに係る料金の割引

であって、当社所定のものをいいます。以下同じとしま

す｡)の適用の申込みをし、その承諾を受けた場合は、そ

の承諾日の翌日（その承諾日においてａｕスマートバリ

ューｍｉｎｅの承諾要件となる提携事業者又は当社の

電気通信サービスの提供を受けていなかった場合であ

って、ＵＱ契約者がその要件を満たすための契約変更の

手続きを行ったことにより提携事業者が承諾したもの

であるときは、その要件を満たした日とします｡)以降、

その契約者回線について、ハイスピードモードによる通

信に係る情報量を、第 38 条の２（通信利用の制限）第

２項に定める累計課金対象データ量の集計から除外し

ます。 

ただし、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（２年）又はＵＱ 

Ｆｌａｔツープラス（２年）ハート割の適用を受けてい

る契約者回線については、平成 27 年２月 19 日以前の

申込みによりその料金種別の適用が開始されたもので

あって、その契約者回線に係るａｕスマートバリュー

ｍｉｎｅの適用を受けている提携事業者の電気通信サ

ービスにおいて、次のいずれかの料金が適用されてい

るものに限ります。 

(ア)～(イ) (略) 

イ (略) 
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(12) 基本使用

料の料金種別

による総量規

制の緩和等 

ア ＋５Ｇギガ放題プラン又は２＋ギガ放題プランの適

用を受けている契約者回線については、スタンダートモ

ード又はハイスピードモードによる通信に係る情報量

を、第 38 条の２（通信利用の制限）第２項に定める累

計課金対象データ量の集計から除外します。 

イ ＋５Ｇギガ放題プランの適用を受けている契約者回

線に係るスタンダードモードによる通信については、総

量速度規制を行いません。 

ウ ＋５Ｇギガ放題プラン又は２＋ギガ放題プランの適

用を受けている契約者回線については、ＷｉＭＡＸ２＋

基地局設備の混雑状況によりＷｉＭＡＸ２＋通信の伝

送速度を制限する場合があります。 

(13) 削除 削除 

(略) (略) 
 

(12) 基本使用

料の料金種別

による総量規

制の緩和等 

ア ＋５Ｇギガ放題プラン又は２＋ギガ放題プランの適

用を受けている契約者回線については、スタンダートモ

ード又はハイスピードモードによる通信に係る情報量

を、第 38 条の２（通信利用の制限）第２項に定める累

計課金対象データ量の集計から除外します。 

イ ＋５Ｇギガ放題プランの適用を受けている契約者回

線に係るスタンダードモードによる通信については、総

量速度規制を行いません。 

ウ ＋５Ｇギガ放題プラン又は２＋ギガ放題プランの適

用を受けている契約者回線については、ＷｉＭＡＸ２＋

基地局設備の混雑状況によりＷｉＭＡＸ２＋通信の伝

送速度を制限する場合があります。 

(13) ａｕスマ

ートバリュー

等の適用によ

る総量規制の

取扱い 

ア 当社は、ギガ放題プラスホームの適用を受けている契

約者回線（ａｕスマートバリュー又は自宅セット割（そ

れぞれ提携事業者が提供する電気通信サービスに係る

料金の割引であって、当社所定のものをいいます。以下

同じとします｡)の判定用回線として指定があり、その適

用を受けているものに限ります｡)について、次表に定め

る加算データ量を第 38 条の２（通信利用の制限）に定

める総量速度規制データ量に加算して、総量速度規制を

行います。 

加算データ量 

16,106,127,360 バイト（15 ギガバイト） 

イ アの取扱いを受けている契約者回線のＵＱ契約者は、

その契約者回線に接続している端末設備を、当社に届出

のあった住所又は居所から移動することはできません。 

ウ 当社は、イの規定に違反してその端末設備を移動した

と当社が判断したときは、その契約者回線について、当

社所定の日において、当社所定の基本使用料の料金種別

への変更を行います。 

(略) (略) 
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２ 料金額 

１料金契約ごとに月額 

区分 料金額 

税抜額(税込額) 

(略) (略) 
 

２ 料金額 

１料金契約ごとに月額 

区分 料金額 

税抜額(税込額) 

ギガ放題プラス モバイルルータープラン（２年自動

更新あり） 
4,380 円(4,818 円) 

ギガ放題プラス モバイルルータ

ープラン（２年自動更新なし） 

最低利用期間内 4,380 円(4,818 円) 

上記以外の期間 4,550 円(5,505 円) 

ギガ放題プラス モバイルルータープラン（期間条件

なし） 
4,550 円(5,505 円) 

ギガ放題プラス モバイルルータープラン（２年自動

更新あり）ハート割 
3,999 円(4,398.9円) 

ギガ放題プラス モバイルルータ

ープラン（２年自動更新あり）ハ

ート割 

最低利用期間内 3,999 円(4,398.9円) 

上記以外の期間 
4,169 円(4,585.9円) 

ギガ放題プラス モバイルルータープラン（期間条件

なし）ハート割 
4,169 円(4,585.9円) 

ギガ放題プラス ホームルータープラン（２年自動更

新あり） 
4,380 円(4,818 円) 

ギガ放題プラス ホームルーター

プラン（２年自動更新なし） 

最低利用期間内 4,380 円(4,818 円) 

上記以外の期間 4,550 円(5,505 円) 

ギガ放題プラス ホームルータープラン（期間条件な

し） 
4,550 円(5,505 円) 

ギガ放題プラス ホームルータープラン（２年自動更

新あり）ハート割 
3,999 円(4,398.9円) 

ギガ放題プラス ホームルーター

プラン（２年自動更新あり）ハー

ト割 

最低利用期間内 3,999 円(4,398.9円) 

上記以外の期間 
4,169 円(4,585.9円) 

ギガ放題プラス ホームルータープラン（期間条件な

し）ハート割 
4,169 円(4,585.9円) 

(略) (略) 
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第６ プラスエリアモードオプション料等 

１ 適用 

プラスエリアモードオプション料又はＬＴＥオプション料の適用につ

いては、第 42条の３（プラスエリアモードオプション料等の支払義務）

の規定によるほか、次のとおりとします。 

プラスエリアモードオプション料等の適用 

(１) プラスエ

リアモードオ

プション料の

適用除外 

ＵＱ契約者は、契約移行のあった日を含む料金月において

ＬＴＥオプション料の支払いを要する場合、その料金月の

プラスエリアモードオプション料の支払いを要しません。 

 

 

 

 

 

 

(２) ＬＴＥオ

プション料の

適用除外 

(略) 

 

第６ プラスエリアモードオプション料等 

１ 適用 

プラスエリアモードオプション料又はＬＴＥオプション料の適用につ

いては、第 42条の３（プラスエリアモードオプション料等の支払義務）

の規定によるほか、次のとおりとします。 

プラスエリアモードオプション料等の適用 

(１) プラスエ

リアモードオ

プション料の

適用除外 

ア ＵＱ契約者は、契約移行のあった日を含む料金月にお

いてＬＴＥオプション料の支払いを要する場合（(２)の

ウの規定によりその支払いを要さなくなる場合を含み

ます｡)、その料金月のプラスエリアモードオプション料

の支払いを要しません。 

イ ＵＱ契約者は、ａｕスマートバリュー又は自宅セット

割の判定用回線として指定があった契約者回線につい

て、判定用回線としての適用を受けている料金月（ギガ

放題プラスからの基本使用料の料金種別の変更の申込

みと同一の料金月に、その指定があり提携事業者が承諾

した場合は、その料金月を含みます｡）のプラスエリア

モードオプション料の支払いを要しません。 

(２) ＬＴＥオ

プション料の

適用除外 

(略) 
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 附 則（21-UQ 事企第 040号） 

（実施時期） 

１ この改定規定（別紙に係るものを含みます｡)は、令和３年 11 月 25 日から

実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サ

ービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 
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別紙 基本使用料の料金種別の変更に係る取扱い 

(１)  ＷｉＭＡＸ＋５Ｇサービスに係るもの 

   別ファイルのとおり 

   

別紙 基本使用料の料金種別の変更に係る取扱い 

(１)  ＷｉＭＡＸ＋５Ｇサービスに係るもの 

   別ファイルのとおり 

   

 


